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【表１ いじめ対策年間指導計画】 

 

月 校内委員会等 未然防止への取組 早期発見への取組 

４ 

   

  

いじめ対策生徒指導委員会① 

［全］いじめ防止基本方針に関する校内研修会① 

（指導方針、指導計画等共通理解） 

※ PTA 総会及び学級懇談会で保護者
啓発 

※ いじめ防止基本方針のホームペー
ジへの掲載 

［全］人間関係づくり① 

（学級開き） 

   

 

５ 

 ［全］生徒指導委員会① ［全］人間関係づくり② 

 

   

６ 

  ［担］教育相談事前アンケート① 

［担］いじめ調査 

 

  ［担］教育相談週

間① 

 

７ 

 ［全］生徒指導委員会② ［担］夏季休業中の生活

安全指導 

  ［担］保護者個別

懇談会① 

８ 

 ［全］いじめ防止基本方針に関する校内研修会② 

（生徒指導事例研修及び情報共有、

２学期の指導計画の確認） 

［全］校外生活巡回指導 

 

  ［担］夏季休業中

の生活把握 

 

９ 

  ［全］人間関係づくり 

［児］「丁寧な言葉遣い

をしよう」週間 

   

10 

  ［全］人間関係づくり④

（校区合同秋季大運動会） 

  ※ 児童・保護者学校評価

アンケート 

11 

 ［全］生徒指導委員会③ ［担］教育相談事前アンケート② 

［児］児童会による人権

週間への取組 

  ［担］教育相談週

間②  

12 

  ［担］冬季休業中の生活

安全指導 

［全］校外生活巡回指導 

  ［担］保護者個別懇
談会② 

［担］冬季休業中の生
活把握 

１ 

 ［全］いじめ防止基本方針に関する校内研修会③ 

（生徒指導事例研修及び情報共有、

３学期の指導計画の確認） 

［児］「相手のことを考

えて行動しよう」

週間 

   

２ 
 ［全］生徒指導委員会④ ［担］中学校との情報共有 

［担］人間関係づくり⑤ 

  ［担］教育相談週

間③ 

３ 

 ［全］いじめ防止基本方針に関する校内研修会④

（本年度のまとめ、指導計画の見直し） 

いじめ対策生徒指導委員会② 

［担］春季休業中の生活

安全指導 

［全］校外生活巡回指導 

  ［担］春季休業中

の生活把握 

事
案
発
生
時
、
い
じ
め
対
策
生
徒
指
導
委
員
会
の
実
施 

特
別
の
教
科
「
道
徳
」
・
特
別
活
動
・
人
権
教
育
・
分
か
る
授
業
の
推
進
・
「
あ
い
さ
つ
運
動
」
「
大
好
き
見
付
け
」
・
ホ
ッ
ト
ア
ン
ケ
ー
ト 
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【図１ いじめ防止等対策組織】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［組織構成］ 

 ・校長    ・教頭    ・教務主任 

 ・生徒指導主事（教育相談コーディネーター）    

 ・養護教諭      ・特別支援コーディネーター 

 ・関係職員 

［取組内容］ 

・いじめ対策の検討 

・方針に基づく取組の実施 

 ・取組の年間計画の作成・実行・検証・修正 

・相談と通報の窓口 

 ・情報収集と記録（調査の実施） 

 ・事案発生時の緊急対応や指導 

 ・一旦、解決した後の継続的な見守り 

・心理や福祉の専門家 

・弁護士、医師 

・教員、警察経験者 

・富山県教育委員会 

・上市町教育委員会 

・上市町役場福祉課 

・上市警察署 

・上市交番 

・スクールカウンセラー・ス

クールソーシャルワーカ

ー・子どもと親の相談員 

・富山児童相談所 

・医療機関 

・法務局 

・中部厚生センター 

外部専門家 

・ＰＴＡ 

・民生委員 

・興原会・区長会 

・子ども見守り隊 

・こども１１０番の家 

・児童民生委員 

・小・中学校生徒指導

連絡協議会 

［組織構成］ 

・教務主任 ・研修担当 

・道徳教育推進教師 

・特別活動主任 

［取組内容］ 

・いじめの未然防止に向けた道

徳の指導計画の立案と推進 

・特別活動の推進計画立案と推

進 

・授業力の向上 

・教育相談や生徒指導事例に関

する研修 

・いじめの理解や防止に関する

研修 

いじめ防止部会 

保護者・地域 

いじめ対策生徒指導委員会 
関係機関 

［組織構成］ 

・生徒指導主事 

・学級担任 ・関係職員 

・養護教諭 

［取組内容］ 

・いじめの実態把握 

・情報の迅速な共有 

・指導対応に当たっての 

連絡調整 

・関係児童への事実確認 

及び指導 

・保護者との連携 

いじめ調査・対応部会 

［組織構成］・生徒指導主事 ・学級担任 ・関係職員 ・養護教諭 等 

［取組内容］・気にかかる状況・情報の共有 ・対応の協議、連絡調整  

・関係児童への事実確認及び指導 ・保護者との連携 

生徒指導ミニ委員会（気にかかることがあった時 随時） 

・スタディメイト 

・専科教員、支援員等 

校内スタッフ 
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【図２ いじめが起こったときの組織的対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

職員会議 
（全教職員） 

 

① いじめの状況の報告・共通理解 

② 調査方法や分担の決定 

③ 調査班の編成（状況に応じたメンバーの決定） 

④ 調査した内容の報告と事実関係の把握 

⑤ 対応方針の決定と指導体制の構築 

⑥ 対応班の編成（調査内容に応じたメンバーの決定） 

⑦ 対応班によるいじめ解消に向けた指導 

⑧ 一旦解決した後の継続的な見守り 

 

 いじめられた子供・気になる子供の発見 

（日常の観察・毎月のアンケート・教育相談・周りや本人の訴え等から） 

いじめの疑い・引っかかる感覚を大切にする。わずかな兆候・訴えもうやむやにしない。 

大げさに捉える。いじめと疑われるものすべてに対応する。後回しにしない。しっかり守る。 

発見した（情報を得た）教職員 

学級担任 等 

生 徒 指 導 主 事 

 

関係諸機関 

 

上市警察署 

４７２－０１１０ 

 

富山児童相談所 

４２３－４０００ 

連絡 

いじめ対策生徒指導委員会 

共通理解 
・ 

共通実践 
 
 

管理職 

校長 

・ 

教頭 

 

保

護

者 

安全確保 

招集 
・ 
指揮 

 

保護者・地域 上市町教育委員会 

４７２－１１１１ 

（内）３４１ 

連携 

連携 

指示 

報告 

指示 

報告 

連絡・調整・報告 

報告 

報告 支援 連携 連携 

＜早期対応につなげるための情報共有の内容＞ 

 ・いつ ・どこで ・誰が ・何を ・どのように 

＜組織的に対応するための情報の利用＞ 

※ 情報の記録  ※ 議事録の累積 

※ 継続的利用  ※ 情報共有 

 


